
　

鹿こ

ご

も

り

し

ん

か

い

籠
新
開
の
開
拓
者
、
伊い

よ

や

豫
屋

惣そ

う

ざ

ぶ

ろ

う

ま

さ

や

三
郎
正
哉
と
は
ど
の
よ
う
な
人

物
な
の
か
、
菅
原
守
編

『
芸
州
府

中
荘
誌
』
（
昭
和
７
年
）
、
広
島

市

『
新
修
広
島
市
史
』
第
六
巻

（
昭
和
34
年
）
、
『
安
芸
府
中
町
史
』

第
一
巻

（
昭
和
54
年
）
な
ど
の
文

献
を
引
用
し
な
が
ら
そ
の
人
物
像

に
迫
っ
て
み
よ
う
。

　

伊
豫
屋
の
先
祖
は
、
兵
藤
兵

ひ
ょ
う
え
の衛

尉
じ
ょ
う

正
綱
と
い
い
、
三み

か

わ河
国
設し

た

ら

ぐ

ん

楽
郡

の
住
人
で
あ
っ
た
が
、
建
武
２
年

（
１
３
３
５
年
）
伊
豫
国
に
移
り
、

喜
多
郡
出い

ず

み

の

う

ら

海
浦

（
愛
媛
県
長
浜

町
）
に
城
を
築
い
た
。
暦

り
ゃ
く
お
う応

元
年

（
１
３
３
８
年
）
京
都
に
て
抜
群
の

軍
功
を
あ
げ
、
兵

ひ
ょ
う
ど
う頭

と
改
め
る
。

そ
の
後
、
代
々
出
海
に
居
城
し
て

い
た
が
、
兵
頭
助
右
衛
門
の
代
の

天
正
13
年(

１
５
８
５
年
）
に
四
国

陣
が
あ
り
落
城
し
た
。
四
国
陣
と

は
、
四
国
征
伐
と
も
い
い
、
羽
柴

秀
吉
が
長ち

ょ

う

そ

か

べ

も

と

ち

か

宗
我
部
元
親
を
打
倒
し

て
四
国
を
平
定
し
た
合
戦
で
あ
る
。

こ
の
合
戦
に
は
毛
利
輝
元
が
麾き

か下

の
兵
と
小
早
川
隆
景
、
吉き

っ
か

わ川
元も

と

長な

が

ら
四
万
の
軍
勢
で
東
伊
予
に
上

陸
し
元
親
方
と
戦
っ
た
。
天
正
19

年(

１
５
９
１
年
）
に
は
助
右
衛
門

は
輝
元
に
仕
え
た
が
、
慶
長
５
年

(
１
６
０
０
年)

輝
元
が
関
ヶ
原
の
戦

い
の
罪
を
問
わ
れ
周す

お

う防

・
長な

が

と門
２

か
国
に
移
封
さ
れ
た
際
に
暇
を
賜

り
、
浪
人
し
て
安
芸
郡
温
品
村
に

居
住
し
た
。
そ
の
後
、
広
島
城
下

の
銀
山
町
に
移
り
、
さ
ら
に
東

ひ
が
し
ひ
き引

御み

ど

う

ち

ょ
う

堂
町
に
移
住
し
、
酒
造
業
と
穀

物
業
を
商
っ
た
。

　

こ
の
頃
、
人
口
も
増
え
て
大
量
の

消
費
人
口
を
擁
し
た
広
島
城
下
の

賑
わ
い
は
、
現
在
の
広
島
城
に
展

示
中
の
『
広
島
城
下
絵
屏
風
』
（
広

島
市
蔵
）
に
描
か
れ
た
道
筋
両
側

の
店
舗
や
職
人
た
ち
か
ら
知
る
事

が
出
来
る
。

　

伊
豫
屋
が
酒
造
業
で
成
功
し
た

こ
と
は
、
『
広
島
県
史
』
近
世
Ⅰ

の

「
広
島
城
下
の
酒
」
に
、
毛
利

家
家
臣
で
浪
人
の
兵
頭
助
右
衛
門

が
子
の
吉
左
衛
門
と
共
に
酒
造
業

を
創
始
し
て
発
展
し
、
屋
号
を
伊

豫
屋
と
称
し
、
京
都
の
御
所
へ
毎

年
献
上
し
て

「
千ち

と

せ

登
勢
」
の
酒し

ゅ

め

い銘

を
賜
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
頃
の
酒
は

従
来
の
濁に

ご

り
酒
か
ら
諸も

ろ

は

く白
酒

（
清

酒
）
に
な
り
、
酒
の
商
品
化
も
進

ん
だ
。
さ
ら
に
寒か

ん

づ

く造
り
の
酒
が
最

良
と
さ
れ
、
幕
府
も
秋
の
彼
岸
以

前
の
酒
造
を
禁
止
し
て
寒
造
り
に

統
一
し
よ
う
と
し
た
。
酒
の
主
原

料
は
米
で
、
多
量
に
使
用
し
、
し

か
も
貢こ

う

そ租
の
根
幹
で
あ
っ
た
か
ら

米
価
の
変
動
を
考
慮
し
て
造
酒
量

の
調
節
策
や
種
々
の
統
制
を
行
っ

た
。
広
島
藩
で
も
飢
饉
の
年
に
は

造
酒
量
を
３
分
の
１
に
制
限
し
た
。

ま
た
、
他
国
酒
の
流
入
と
新
規
業

者
の
参
入
を
禁
止
し
て
領
内
の
古

く
か
ら
実
績
あ
る
酒
造
業
者
を
保

護
し
た
。

ふ
る
さ
と
歴
史
散
歩

府
中
町
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長

横
田　

禎
昭

正しいごみ出しにご協力を
府中町環境センター(八幡四丁目1-1)　☎286–3266

ごみの不法投棄は、犯罪です！
不法投棄を目撃した人は、警察に通報してください。

ごみを出す時間に気をつけてください！
前日の夜や早朝に出すとカラスが見つけて荒らすことがあります。

　各地区のごみステーションは、地元の町内会が日
頃から自発的に清掃等維持管理を行っています。ご
自分の住居地の指定日に指定された場所へ置くよう
にご協力をお願いします。

◆ペ�ットボトル　①キャップ・ラベルをはずす。
（キャップ・ラベルは普通ごみ）②中をよく洗う。

◆白色トレイ　①中をよく洗う。②乾かすまたはふく。

※�白色トレイとは、表裏とも白一色で（色物、柄物は、普通
ごみ）、つまようじが簡単に刺さるもの（発泡スチロー
ル製）、半分に折ったときパリッと音がするものです。

※�町内各スーパーにも白色トレイ回収箱があります。

9/15
（月/祝）

普通ごみ（月・木曜日収集地区）
有価物（月曜日収集地区）
　新聞・雑誌、ダンボール、衣類、ビン・缶・金属類
大型ごみ（桃山二丁目・青崎中）

9/23
（火/祝）

普通ごみ（火・金曜日収集地区）
有価物（火曜日収集地区）
　新聞・雑誌、ダンボール、衣類、ビン・缶・金属類

※環境センターへの持ち込みは受け付けていません。

午前8時30分までにごみステーションに出してください。 　ごみステーションから、紙類（新聞紙・広告チ
ラシ・雑誌・ダンボール）、布類（衣料）、金属類
（缶・家庭用電気機械器具・自転車・その他金属）、
ガラスびんを収集、運搬すること（持ち去り）は、
町条例で禁止されています。持ち去り行為を目撃し
た人は、環境センターに情報提供をお願いします。

資源物の持ち去りは禁止

ごみは決められた場所に出してください

ペットボトル・白色トレイ再生のためにご協力を

〔
第
129
回
〕　

鹿
籠
新
開
築
堤
潮
留
事
業
完
成
記
念
石
碑

（
略
称
：
鹿
籠
新
開
記
念
碑
）　

そ
の
二

鹿籠地図から作図
（「安芸府中町史第二巻」より）
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